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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和2年12月3日(2020.12.3)

【公表番号】特表2019-534361(P2019-534361A)
【公表日】令和1年11月28日(2019.11.28)
【年通号数】公開・登録公報2019-048
【出願番号】特願2019-522724(P2019-522724)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ   7/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/36     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/09     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/22     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ   9/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/18     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/3437   (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ    7/00     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/04     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/36     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    5/09     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/22     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/06     　　　　
   Ｃ０８Ｌ    9/00     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    5/18     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    5/3437   　　　　
   Ｂ６０Ｃ    1/00     　　　Ｃ
   Ｂ６０Ｃ    1/00     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月23日(2020.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも以下：
　－主としてイソプレンエラストマーを含むジエンエラストマー；
　－以下を含む補強充填剤：
　　・７０ｍ2／ｇ未満のＢＥＴ比表面積を有する、１００質量部のエラストマー当たり
１５～７０質量部（ｐｈｒ）のカーボンブラック、および
　　・５～２０ｐｈｒのシリカ；
　－アルカリ土類、アルカリ；またはランタニド金属の塩；ならびに
　－架橋系；
に基づくゴム組成物であって、シリカに対するカーボンブラック比が１を超え、かつ
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　アルカリ土類、アルカリまたはランタニド金属の塩が、アルカリ土類、アルカリまたは
ランタニド金属のアセチルアセトネートである、ゴム組成物。
【請求項２】
　イソプレンエラストマーの含有量が、６０～１００ｐｈｒ、好ましくは７０～１００ｐ
ｈｒに及ぶ範囲内である、請求項１に記載のゴム組成物。
【請求項３】
　カーボンブラックが、５０ｍ2／ｇ未満のＢＥＴ比表面積、好ましくは３２～４９ｍ2／
ｇに及ぶ範囲内のＢＥＴ比表面積を有する、請求項１から２のいずれか１項に記載のゴム
組成物。
【請求項４】
　シリカに対するカーボンブラックの比が、２～１０、好ましくは３～８に及ぶ範囲内で
ある、請求項１から３のいずれか１項に記載のゴム組成物。
【請求項５】
　アルカリ土類、アルカリまたはランタニド金属の金属が、マグネシウムまたはネオジム
、好ましくはマグネシウムである、請求項１から４のいずれか１項に記載のゴム組成物。
【請求項６】
　ステアリン酸またはその塩も含む、請求項１から５のいずれか１項に記載のゴム組成物
。
【請求項７】
　ＩＩ、ＩＶ、Ｖ、ＶＩ、ＶＩＩおよびＶＩＩＩ族金属の酸化物、ならびにこれらの混合
物からなる群から選択される金属酸化物も含む、請求項１から６のいずれか１項に記載の
ゴム組成物。
【請求項８】
　請求項６に従属する場合に、ステアリン酸またはその塩に対する金属酸化物の比が３を
超える、好ましくは、ステアリン酸またはその塩に対する金属酸化物の比が、３～２０、
好ましくは５～１５に及ぶ範囲内である、請求項７に記載のゴム組成物。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載のゴム組成物を含む、完成または半完成ゴム物品
。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか１項に記載のゴム組成物を含む、タイヤ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　表１に提示した結果は、本発明による組成物が、すべて転がり抵抗を改善することを可
能にすることを示している。そのうえ、本発明による組成物が良好な接着特性を示すこと
に気づいた。
　本発明のまた別の態様は、以下のとおりであってもよい。
〔１〕少なくとも以下：
　－主としてイソプレンエラストマーを含むジエンエラストマー；
　－以下を含む補強充填剤：
　　・７０ｍ2／ｇ未満のＢＥＴ比表面積を有する、１００質量部のエラストマー当たり
１５～７０質量部（ｐｈｒ）のカーボンブラック、および
　　・５～２０ｐｈｒのシリカ；
　－アルカリ土類、アルカリ；またはランタニド金属の塩；ならびに
　－架橋系；
に基づくゴム組成物であって、シリカに対するカーボンブラックの比が１を超える、ゴム



(3) JP 2019-534361 A5 2020.12.3

組成物。
〔２〕イソプレンエラストマーの含有量が、６０～１００ｐｈｒ、好ましくは７０～１０
０ｐｈｒに及ぶ範囲内である、前記〔１〕に記載のゴム組成物。
〔３〕イソプレンエラストマーが、天然ゴム、合成ポリイソプレンまたはこれらの混合物
であり、好ましくは、イソプレンエラストマーが天然ゴムである、前記〔１〕または〔２
〕に記載のゴム組成物。
〔４〕カーボンブラックが、５０ｍ2／ｇ未満のＢＥＴ比表面積、好ましくは３２～４９
ｍ2／ｇに及ぶ範囲内のＢＥＴ比表面積を有する、前記〔１〕から〔３〕のいずれか１項
に記載のゴム組成物。
〔５〕カーボンブラックが、９０ｍｌ／１００ｇ未満、好ましくは８７ｍｌ／１００ｇ未
満のＣＯＡＮ吸油値、好ましくは５０～８５ｍｌ／１００ｇに及ぶ範囲内のＣＯＡＮを有
する、前記〔１〕から〔４〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔６〕シリカが、２００ｍ2／ｇ未満のＢＥＴ比表面積および／または２２０ｍ2／ｇ未満
のＣＴＡＢ比表面積、好ましくは１２５～２００ｍ2／ｇに及ぶ範囲内のＢＥＴ比表面積
および／または１４０～１７０ｍ2／ｇに及ぶ範囲内のＣＴＡＢ比表面積を有する、前記
〔１〕から〔５〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔７〕カーボンブラック含有量が、２０～７０のｐｈｒ、好ましくは３０～６５ｐｈｒに
及ぶ範囲内である、前記〔１〕から〔６〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔８〕シリカ含有量が、５～１５ｐｈｒ、好ましくは１０～１５ｐｈｒに及ぶ範囲内であ
る、前記〔１〕から〔７〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔９〕シリカおよびカーボンブラックの全含有量が、３０～８０ｐｈｒ、好ましくは５０
～７０ｐｈｒに及ぶ範囲内である、前記〔１〕から〔８〕のいずれか１項に記載のゴム組
成物。
〔１０〕シリカに対するカーボンブラックの比が、２～１０、好ましくは３～８に及ぶ範
囲内である、前記〔１〕から〔９〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔１１〕カップリング剤を含む、前記〔１〕から〔１０〕のいずれか１項に記載のゴム組
成物。
〔１２〕カップリング剤を含まない、またはシリカの質量に対して１１質量％未満、好ま
しくは５質量％未満のカップリング剤を含む、前記〔１〕から〔１０〕のいずれか１項に
記載のゴム組成物。
〔１３〕アルカリ土類、アルカリまたはランタニド金属の塩が、アルカリ土類、アルカリ
またはランタニド金属のアセチルアセトネートである、前記〔１〕から〔１２〕のいずれ
か１項に記載のゴム組成物。
〔１４〕塩のアルカリ土類、アルカリまたはランタニド金属が、リチウム、ナトリウム、
カリウム、カルシウム、マグネシウム、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、
サマリウム、エルビウムおよびこれらの混合物からなる群から選択される、前記〔１〕か
ら〔１３〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔１５〕アルカリ土類、アルカリまたはランタニド金属の金属が、マグネシウムまたはネ
オジム、好ましくはマグネシウムである、前記〔１〕から〔１３〕のいずれか１項に記載
のゴム組成物。
〔１６〕アルカリ土類、アルカリまたはランタニド金属の塩の含有量が、０．１～５ｐｈ
ｒ、好ましくは０．５～４ｐｈｒに及ぶ範囲内である、前記〔１〕から〔１５〕のいずれ
か１項に記載のゴム組成物。
〔１７〕ステアリン酸またはその塩も含む、前記〔１〕から〔１６〕のいずれか１項に記
載のゴム組成物。
〔１８〕ステアリン酸またはその塩の含有量が、０．５～２、好ましくは０．５～１ｐｈ
ｒに及ぶ範囲内である、前記〔１７〕に記載のゴム組成物。
〔１９〕コバルト塩も含む、前記〔１〕から〔１８〕のいずれか１項に記載のゴム組成物
。
〔２０〕コバルト塩が、アビエチン酸塩、アセチルアセトネート、トール酸塩、ナフテン
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酸塩、樹脂酸塩およびこれらの混合物からなる群から選択される、前記〔１９〕に記載の
ゴム組成物。
〔２１〕コバルト塩の含有量が、０．５～２ｐｈｒ、好ましくは０．５～１ｐｈｒに及ぶ
範囲内である、前記〔１９〕または〔２０〕に記載のゴム組成物。
〔２２〕置換ｐ－フェニレンジアミン、置換ジフェニルアミン、置換トリフェニルアミン
、キノリン誘導体、およびこれらの混合物からなる群から選択される酸化防止剤も含む、
前記〔１〕から〔２１〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔２３〕酸化防止剤が、置換ｐ－フェニレンジアミンおよびこれの混合物からなる群から
選択される、前記〔２２〕に記載のゴム組成物。
〔２４〕酸化防止剤の含有量が、１～５ｐｈｒ、好ましくは２～３ｐｈｒに及ぶ範囲内で
ある、前記〔２２〕または〔２３〕に記載のゴム組成物。
〔２５〕ＩＩ、ＩＶ、Ｖ、ＶＩ、ＶＩＩおよびＶＩＩＩ族金属の酸化物、ならびにこれら
の混合物からなる群から選択される金属酸化物も含む、前記〔１〕から〔２４〕のいずれ
か１項に記載のゴム組成物。
〔２６〕金属酸化物が酸化亜鉛である、前記〔２５〕に記載のゴム組成物。
〔２７〕金属酸化物の含有量が、２～２０ｐｈｒ、好ましくは６～１０ｐｈｒに及ぶ範囲
内である、前記〔２５〕または〔２６〕に記載のゴム組成物。
〔２８〕前記〔１７〕または〔１８〕に従属する場合に、ステアリン酸またはその塩に対
する金属酸化物の比が３を超える、好ましくはステアリン酸またはその塩に対する金属酸
化物の比が、３～２０、好ましくは５～１５に及ぶ範囲内である、前記〔２５〕から〔２
７〕のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔２９〕架橋系が分子状硫黄および／または硫黄ドナーを含む、前記〔１〕から〔２８〕
のいずれか１項に記載のゴム組成物。
〔３０〕硫黄含有量が２．５ｐｈｒを超える、好ましくは硫黄含有量が３～１０ｐｈｒ、
好ましくは３～７ｐｈｒに及ぶ範囲内である、前記〔２９〕に記載のゴム組成物。
〔３１〕前記〔１〕から〔３０〕のいずれか１項に記載のゴム組成物を含む、完成または
半完成ゴム物品。
〔３２〕前記〔１〕から〔３０〕のいずれか１項に記載のゴム組成物を含む、タイヤ。
〔３３〕前記〔１〕から〔３０〕のいずれか１項に記載のゴム組成物が、少なくとも１つ
の内部の層に存在する、前記〔３２〕に記載のタイヤ。
〔３４〕内部の層が、カーカスプライ、クラウンプライ、ビードワイヤフィリング、クラ
ウンフィート、デカップリング層、トレッド基層およびこれらの内部の層の組み合わせか
らなる群から選択される、前記〔３３〕に記載のタイヤ。
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